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● 
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

○
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

□
定
義
□ 

□
定
義
□ 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

一 

略 

一 

略 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為 
法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
民
有
林
に
お
い
て
行

う
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
□
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
の
う
ち
□

次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
□ 

 

イ 

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
□
て
□
当
該
行
為
に
係
る
土 

 
 

地
の
面
積
が
〇
・
三
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
〇
・
五
ヘ
ク
タ
□
ル
以
下
の
も
の 

 

ロ 

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
を
目
的
と
す
る
行
為
以
外
の
行
為
で
あ
□
て
□
当
該
行

為
に
係
る
土
地
の
面
積
が
〇
・
三
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
□
ル
以
下
の
も
の
□
専

ら
道
路
の
新
設
又
は
改
築
を
目
的
と
す
る
行
為
に
あ
□
て
は
□
規
則
で
定
め
る
要
件

を
満
た
す
も
の
に
限
る
□
□ 

 

二 

小
規
模
林
地
開
発
行
為 

法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
民
有
林
に
お
い
て
行

う
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
□
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
の
う
ち
□

当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
が
〇
・
三
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
□
ル
以
下
の
も

の
□
専
ら
道
路
の
新
設
又
は
改
築
を
目
的
と
す
る
行
為
に
あ
□
て
は
□
規
則
で
定
め
る

要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
□
□
を
い
う
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